
淡路広域水道企業団 淡路地区 

平成 22 年度 水質検査計画 
    

平成平成平成平成 22222222 年年年年 4444 月月月月    

 

 

水質検査計画とは 

水質検査は、水質基準に適合した安全な給水を保障するうえで不可欠であり、水道水の

水質管理において中核をなすものです。 

水質検査計画とは、水質検査の適正化を確保するために水質検査項目と検査頻度等を定

めたものです。 

 

水質検査計画の内容 

１．基本方針 

２．水道事業の概要 

３．水道原水および浄水の水質状況 

４．採水場所 

５．水質検査項目および検査頻度 

６．水質検査方法と検査体制 

７．臨時の水質検査 

８．水質検査計画および検査結果の公表 

９．水質検査の精度と信頼性の確保 

10．関係者との連携 

(参考資料) 

 ・ 水質基準項目の解説 
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１１１１....    基本方針基本方針基本方針基本方針    

 

淡路広域水道企業団 淡路地区では、市民の皆さまに供給する水が給水栓において水道

水質基準に適合していることを遵守するため、定期に行う水質検査について水質検査計画

を策定し、計画的に水質検査を実施します。 

また、臨時に行う水質検査についても、計画書において、行う際の要件、検査項目およ

び実施方法の原則について明らかにします。 

水質検査計画には、水道法施行規則第 15 条第 4 号に定めるところにより、水道事業者が

行う定期の水質検査について、検査すべき事項、当該項目、採水の場所、検査の回数及び

その理由を記載します。 

さらに、水道法第 20 条第 3 項の規程により、水質検査を委託する場合における当該委託

の内容について、委託する検査機関、委託する項目、検査方法、精度管理方法及び委託の

理由等について記載します。 

なお、水質検査による測定結果については、評価の上、需要者に対して公表します。 

 

 

２２２２....    水道事業水道事業水道事業水道事業のののの概要概要概要概要    

 

（1） 浄水施設の概要（自己水源によるもの） 

淡路地区は、地下水（浅井戸、深井戸）、貯水池水（ダム水を含む）および河川表流水を

自己水源としており、これを市内 18 箇所の浄水場において水道水質基準に適合する水に浄

水処理し、地域全域に給水しています。その施設概要は表－1 に示すとおりです。 

 

表－1. 浄水施設の概要（自己水源によるもの） 

 

① 津名地区 

浄水場名 志筑浄水場 佐野浄水場 

水源種別 

深井戸（１７箇所） 
深井戸（予備６箇所） 
表流水（１箇所） 

表流水（予備３箇所） 

浅井戸（1 箇所） 
表流水（１箇所） 
表流水（予備２箇所） 

浄水方法 凝集沈殿・急速ろ過 凝集沈殿・急速ろ過 

計画浄水量 11,300ｍ3/日 1,470ｍ3/日 

主な使用薬品 

 
次亜塩素酸ナトリウム 
ポリ塩化アルミニウム 
 

次亜塩素酸ナトリウム 

ポリ塩化アルミニウム 

主たる配水池 志筑１・２配水池 佐野１・２・３配水池 
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②岩屋地区 

浄水場名 松帆浄水場 鵜崎浄水場 御手洗浄水場 

水源種別 

浅井戸（１箇所） 
浅井戸（予備１箇所） 
深井戸（１箇所） 

深井戸（予備１箇所） 
表流水（３箇所） 

深井戸（１箇所） 
深井戸（予備１箇所） 
表流水（１箇所） 

表流水（予備１箇所） 

表流水（1 箇所） 
深井戸（予備 2 箇所） 

浄水方法 膜ろ過改良工事中 凝集沈殿・急速ろ過 凝集沈殿・急速ろ過 

計画浄水量 2,000ｍ3/日 850ｍ3/日 800ｍ3/日 

主な使用薬品 

次亜塩素酸ナトリウム 

ポリ塩化アルミニウム 
希硫酸 

次亜塩素酸ナトリウム 

ポリ塩化アルミニウム 

次亜塩素酸ナトリウム 

ポリ塩化アルミニウム 

主たる配水池 西岡配水池 鵜崎配水池 御手洗配水池 

 

浄水場名 開京浄水場 

水源種別 深井戸（３箇所） 

浄水方法 除鉄・マンガン処理 

計画浄水量 950ｍ3/日 

主な使用薬品 
次亜塩素酸ナトリウム 
 

主たる配水池 コミセン配水池 

 

 

③北淡地区 

浄水場名 室津浄水場 薬師園浄水場 撫配水池系 

水源種別 
表流水（１箇所） 

深井戸（２箇所） 

深井戸（１箇所） 

深井戸（予備１箇所） 
深井戸（４箇所） 

浄水方法 凝集沈殿・急速ろ過 急速ろ過 塩素滅菌 

計画浄水量 3,400ｍ3/日 1,100ｍ3/日 2,900ｍ3/日 

主な使用薬品 

次亜塩素酸ナトリウム 
ポリ塩化アルミニウム 

苛性ｿｰﾀ （゙水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ） 
希硫酸 

次亜塩素酸ナトリウム

苛性ｿｰﾀ （゙水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ） 
次亜塩素酸ナトリウム 

 

主たる配水池 
室津里配水池 

    撫配水池 
育波里配水池 撫配水池 
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④一宮地区 

 

浄水場名 郡家川浄水場 尾崎浄水場 園出浄水場 

水源種別 
表流水（1 箇所） 
深井戸（１箇所） 
深井戸（予備２箇所） 

深井戸（１箇所） 深井戸（１箇所） 

浄水方法 凝集沈殿・急速ろ過 急速ろ過 急速ろ過 

計画浄水量 3,300ｍ3/日 1,000ｍ3/日 500ｍ3/日 

主な使用薬品 

次亜塩素酸ナトリウム 
ポリ塩化アルミニウム 

 苛性ｿｰﾀ（゙水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ） 
次亜塩素酸ナトリウム 次亜塩素酸ナトリウム 

主たる配水池 
北山配水池 

桃川配水池 
尾崎配水池 

尾崎高区配水池 

北山配水池 
遠田配水池 

 

浄水場名 下河合浄水場 向谷浄水場（休止中） 

水源種別 深井戸（1 箇所） 深井戸（1 箇所） 

浄水方法 除鉄・マンガン処理 急速ろ過 

計画浄水量 1,000ｍ3/日  6003/日 

主な使用薬品 次亜塩素酸ナトリウム 次亜塩素酸ナトリウム 

主たる配水池 北山配水池 向谷配水池 

 

 

 

⑤東浦地区 

浄水場名 楠本浄水場 久留麻浄水場 河内浄水場 

水源種別 

浅井戸（３箇所） 

浅井戸（１箇所） 
表流水（１箇所） 

深井戸（６箇所） ダム水源（１箇所） 

浄水方法 
凝集沈殿・急速ろ過 

オゾン処理・活性炭 
除鉄・マンガン処理 

凝集沈殿・急速ろ過 

オゾン処理・活性炭 

計画浄水量 1,540ｍ3/日  1,530ｍ3/日 1,000ｍ3/日 

主な使用薬品 

次亜塩素酸ナトリウム 
ポリ塩化アルミニウム 

 苛性ｿｰﾀ（゙水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ） 
次亜塩素酸ナトリウム 次亜塩素酸ナトリウム 

主たる配水池 楠本配水池 久留麻配水池 河内配水池 
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浄水場名 月の山浄水場 

水源種別 
深井戸（1 箇所） 

深井戸（予備 1 箇所） 

浄水方法 塩素滅菌 

計画浄水量 510ｍ3/日 

主な使用薬品 次亜塩素酸ナトリウム 

主たる配水池 月の山配水池 

 

（2） 受水施設の概要 

淡路地区は自己水源によるものの他に、兵庫県水道用水供給事業（以下、県営水道とす

る）からで水道水を受水し、淡路地区に給水しています。 

 

 

３３３３....    水道原水水道原水水道原水水道原水およびおよびおよびおよび浄水浄水浄水浄水のののの水質状況水質状況水質状況水質状況    

 

淡路地区の水源種別は、地下水（浅井戸、深井戸）、貯水池水（ダム水を含む）および河

川表流水と多岐にわたっています。これらの水源における過去の水質試験結果から、水源

種別ごとの水質汚染要因と水質を管理する上で特に留意すべき水質基準項目は表－3 に示

すとおりです。 

 

表－2. 水質汚染要因と留意すべき項目 

水源種別 
水質汚染の要因 

（水質監視のﾎﾟｲﾝﾄ） 

水質管理において特に 

留意すべき水質基準項目 
その他の留意すべき事項 

地下水 

(浅井戸、 

深井戸) 

・生活排水 

・工場排水 

・畜舎等排水 

・地質由来 

・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 

・フッ素及びその化合物 

・亜鉛及びその化合物 

・鉄及びその化合物 

・マンガン及びその化合物 

・カルシウム、マグネシウム等

（硬度） 

・蒸発残留物 

・有機物（TOC） 

・濁度 

・色度 

クリプトスポリジウム指標菌 

(大腸菌、嫌気性芽胞菌)の監視 
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貯水池水 

(ダム水含

む) 

・地質由来 

・藻類プランクトン 

・畜舎等排水 

・アルミニウム及びその化合物 

・鉄及びその化合物 

・マンガン及びその化合物 

・カルシウム、マグネシウム等

（硬度） 

・蒸発残留物 

・ジェオスミン 

・2-メチルイソボルネオール 

・濁度 

・色度 

クリプトスポリジウム指標菌 

(大腸菌、嫌気性芽胞菌)の監視 

表流水 ・降雨 

・生活排水 

・工場排水 

・畜舎排水 

・フッ素及びその化合物 

・カルシウム、マグネシウム等

（硬度） 

・蒸発残留物 

・濁度 

・色度 

クリプトスポリジウム指標菌 

(大腸菌、嫌気性芽胞菌)の監視 

４４４４....    採水場所採水場所採水場所採水場所    

 

水質検査のための浄水の採水は、原則として各浄水場または受水池の系統ごとに 1 箇所

以上の給水栓により行うものとし、市内 2４箇所を採水場所として選定しています。表－4

にその採水場所を示すとともに、図－１に配水区系統別の採水場所、図－２にその採水位

置を示します。 

 

なお、原水については各々の水質が異なるため、すべての水源（取水停止中または予備

水源を含む）で採水します。 

 

表－3. 浄水場系統別の採水場所（給水栓水） 

浄水場 

（受水場を含む） 
水源種別 浄水方法 

主となる 

配水池 

採水場所 

(給水栓水) 

位置図上 

の番号 

【津名地区】 

志筑浄水場 

表流水 

地下水（深井戸） 

 

凝集沈殿・急速ろ過 志筑 2・3配水池 津名事務所 １ 

佐野浄水場 
表流水 

地下水(浅井戸) 
凝集沈殿・急速ろ過 

佐野 1・2・3 配

水池 
佐野会館 ２ 
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県営水道受水 浄水受水  大町配水池 塩田漁港 ３ 

県営水道受水 浄水受水  大谷第１配水池 大谷南会館 ４ 

【岩屋地区】 

松帆浄水場 

表流水 

地下水 

(浅井戸・深井戸) 

膜ろ過改良工事中 西岡配水池 松帆浄水場 5 

鵜崎浄水場 
表流水 

地下水(深井戸) 
凝集沈殿・急速ろ過 鵜崎配水池 鵜崎浄水場 6 

御手洗浄水場 
表流水 

地下水(深井戸) 
凝集沈殿・急速ろ過 御手洗配水池 温泉会館 7 

開京浄水場 地下水(深井戸) 除鉄・除ﾏﾝｶﾞﾝ コミセン配水池 御手洗浄水場 8 

【北淡地区】 

室津浄水場 
表流水 

地下水(深井戸) 
凝集沈殿・急速ろ過 室津里配水池 室津浄水場 ９ 

薬師園浄水場 地下水(深井戸) 急速ろ過 育波里配水池 浅野配水区 10 

撫配水池系 地下水(深井戸) 塩素滅菌 撫配水池 撫配水区 11 
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浄水場 

（受水場を含む） 
水源種別 浄水方法 

主となる 

配水池 

採水場所 

(給水栓水) 

位置図上 

の番号 

【一宮地区】 

北山配水池 
北山配水区 

ふるさとｾﾝﾀｰ 12 
郡家浄水場 

表流水 

地下水(深井戸) 
凝集沈殿・急速ろ過 

桃川配水池 江井ｺﾐｾﾝ 13 

尾崎浄水場 地下水(深井戸) 急速ろ過 尾崎配水池 尾崎配水区 14 

園出浄水場 地下水(深井戸) 急速ろ過 
尾崎高区配水池 

北山配水池 
園出配水区 15 

遠田浄水場 地下水(深井戸) 急速ろ過 遠田配水池 遠田配水区 16 

下河合配水区 17 

下河合浄水場 地下水(深井戸) 除鉄・除ﾏﾝｶﾞﾝ 北山配水池 

柳沢老人福祉ｾﾝﾀ 18 

向谷浄水場（休止） 地下水(深井戸) 急速ろ過 配水池 向谷配水区 19 

県営水道受水 浄水受水  山王山配水池 山田消防器具庫 20 

【東浦地区】 

楠本浄水場 

表流水 

地下水 

(浅井戸・深井戸) 

凝集沈殿・急速ろ過 

ｵｿﾞﾝ処理・活性炭ろ

過 

楠本配水池 浦保育所 21 

久留麻浄水場 地下水(深井戸) 凝集沈殿・急速ろ過 久留麻配水池 仮屋保育所 22 

河内浄水場 ダム水源 

凝集沈殿・急速ろ過 

ｵｿﾞﾝ処理・活性炭ろ

過 

河内配水池 河内配水区 23 

月の山浄水場 地下水(深井戸) 塩素滅菌 月の山配水池 釜口保育所 24 
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津名地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※配水区に示す1111～αの番号は、採水場所（表－5）、採水場所位置図（図－2）、水質検査項目及び頻度（表－6）に示す番号と整合しています。 

 

図－1 配水区系統別の採水場所（給水栓水） ＜津名地区＞ 

大町配水池 

【【【【大町大町大町大町】】】】    

 塩尾・塩田新島・ 

志筑第 2・3配水池 

大谷第１配水池 

佐野水源 

（表流水） 

佐野浄水場 

佐野第 1・2 

配 水 池 

【【【【志筑志筑志筑志筑】】】】    

 志筑・志筑新島・王子・ 

畑・池ノ内 

【【【【大谷大谷大谷大谷】】】】    

 大谷・生穂新島 

【【【【佐野佐野佐野佐野】】】】    

 佐野・生穂・佐野新島 

 3. 3. 3. 3.    大町配水区大町配水区大町配水区大町配水区    1. 1. 1. 1. 志筑配水区志筑配水区志筑配水区志筑配水区    4. 4. 4. 4. 大谷配水区大谷配水区大谷配水区大谷配水区    2. 2. 2. 2. 佐野配水区佐野配水区佐野配水区佐野配水区    

佐野第３ 

配 水 池 

西山減圧槽 生穂減圧槽 

大谷第 2配水池 

志筑浄水場 

王子・中田 

配水池 

兵庫県水道用水供給事業兵庫県水道用水供給事業兵庫県水道用水供給事業兵庫県水道用水供給事業    

志筑ﾎﾟﾝﾌﾟ場 

（取水井） 
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岩屋地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※配水区に示す1111～αの番号は、採水場所（表－5）、採水場所位置図（図－2）、水質検査項目及び頻度（表－6）に示す番号と整合しています。 

 

図－1 配水区系統別の採水場所（給水栓水） ＜岩屋地区＞ 

鵜崎浄水場 

鵜崎配水池 

兵庫県水道用水供給事業兵庫県水道用水供給事業兵庫県水道用水供給事業兵庫県水道用水供給事業    

【【【【鵜崎鵜崎鵜崎鵜崎】】】】    

鵜崎 

コミセン配水池 

御手洗減圧槽 

松帆浄水場 

西岡配水池 

【【【【開京開京開京開京】】】】    

谷山・開京・別所 

南鵜崎 

【【【【御手洗御手洗御手洗御手洗】】】】    

中ノ町・東ノ町・ 

神ノ前・田ノ代 

【【【【松帆松帆松帆松帆】】】】    

松帆・長浜・西岡 

片浜・西ノ町・橋本 

茶間 

6. 6. 6. 6. 鵜崎配水区鵜崎配水区鵜崎配水区鵜崎配水区    8. 8. 8. 8. 開京配水区開京配水区開京配水区開京配水区    7.7.7.7.御手洗配水区御手洗配水区御手洗配水区御手洗配水区    5. 5. 5. 5. 松帆配水区松帆配水区松帆配水区松帆配水区    

表流水 

（茶間川・長谷川系） 

深井戸 

（取水井） 

浅井戸 

（取水井） 

御手洗配水池 

表流水 

（茶間川系） 

御手洗浄水場 
開京浄水場 

深井戸 

（取水井） 

深井戸 

（取水井） 
深井戸 

（取水井） 

鵜崎減圧槽 

表流水 

（鵜崎川） 
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北淡地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※配水区に示す1111～αの番号は、採水場所（表－5）、採水場所位置図（図－2）、水質検査項目及び頻度（表－6）に示す番号と整合しています。 

 

図－1 配水区系統別の採水場所（給水栓水） ＜北淡地区＞ 

育波里水源 

（ 取 水 井 ） 

薬師園浄水場 

育波里配水池 

        10. 10. 10. 10. 薬師薬師薬師薬師園配水区園配水区園配水区園配水区    

撫水源№3 

（取水井） 

撫配水池 

【【【【薬師薬師薬師薬師】】】】    

 育波一部 
【【【【撫撫撫撫】】】】    

 育波・浅野・神田・石田・小倉・富島 

斗ノ内・長畠・野島蟇浦・浅野 

11. 11. 11. 11. 撫撫撫撫配水区配水区配水区配水区    

【【【【室津室津室津室津】】】】    

 室津 

9 . 9 . 9 . 9 . 室津配水区室津配水区室津配水区室津配水区    

育波里水源 

（ 取 水 井 ） 

撫水源№4 

（取水井） 

撫水源№1 

（取水井） 

撫水源№2 

（取水井） 
室津浄水場 

室津水源№1 

（表流水） 

室津水源№3 

（取水井） 

室津水源№2 

（取水井） 

兵庫県水道用水供給事業兵庫県水道用水供給事業兵庫県水道用水供給事業兵庫県水道用水供給事業    

室津里配水池 

浅野団地配水池 浅野南配水池 小倉配水池 石田配水池 
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一宮地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※配水区に示す1111～αの番号は、採水場所（表－5）、採水場所位置図（図－2）、水質検査項目及び頻度（表－6）に示す番号と整合しています。 

図－1 配水区系統別の採水場所（給水栓水） ＜一宮地区＞ 

【【【【尾崎尾崎尾崎尾崎】】】】    

    浜・上浜・

東・西 

【【【【向谷向谷向谷向谷】】】】    

    西桃川 

【【【【園出園出園出園出】】】】    

    新村 

【【【【桃川桃川桃川桃川】】】】    
 東の町・中の町 

 鍵の町・西の町 

 西桃川・東桃川 

14.14.14.14.尾崎配水区尾崎配水区尾崎配水区尾崎配水区    19. 19. 19. 19. 向谷配水区向谷配水区向谷配水区向谷配水区    15. 15. 15. 15. 園出配水区園出配水区園出配水区園出配水区    

20. 20. 20. 20. 山王山配水区山王山配水区山王山配水区山王山配水区    

尾崎浄水場 園出浄水場 郡家川浄水場 下河合浄水場 

北山配水池 

潮見台配水池 尾崎高区配水

遠田浄水場 

山王山配水池 

桃川配水池 

遠田配水池 山田高区配水池 

岩上配水池 

高山配水池 

柳沢配水池 

尾崎深井戸 

（取水井） 

園出深井戸 

（取水井） 

深井戸  

（取水井） 

郡家川  

（表流水） 

下河合深井戸 

（取水井） 

遠田深井戸 

（取水井） 

向谷配水池 

12.12.12.12.北山北山北山北山配水区配水区配水区配水区    

兵庫県水道用水供給事業兵庫県水道用水供給事業兵庫県水道用水供給事業兵庫県水道用水供給事業 

【【【【北山北山北山北山】】】】    
 撫・里上・里下 

 浜北・浜南・ 

田辺・山辺・川辺 

上条・老の内・中村

井手・竹谷 

【【【【遠田遠田遠田遠田】】】】    
 後・萩・高瀬 

 口遠田・下河合 

 上河合・竹谷 

【【【【柳沢柳沢柳沢柳沢・・・・下河合下河合下河合下河合】】】】    
 西上・西下・柳沢東 

【【【【山王山山王山山王山山王山】】】】    
 山田・高山・入野 

 柳沢東・向谷 

13.13.13.13.桃川配水区桃川配水区桃川配水区桃川配水区    11116666....遠田配水区遠田配水区遠田配水区遠田配水区    11117777....18181818 柳沢柳沢柳沢柳沢・・・・下河合下河合下河合下河合配水配水配水配水
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東浦地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※配水区に示す1111～αの番号は、採水場所（表－5）、採水場所位置図（図－2）、水質検査項目及び頻度（表－6）に示す番号と整合しています。 

図－1 配水区系統別の採水場所（給水栓水） ＜東浦地区＞ 

中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場 
（浅井戸・深井戸・表流水）

楠本浄水場 

楠本配水池 

【【【【楠本楠本楠本楠本】】】】    

    楠本・大磯・浦 

 久留麻・畠田 

  夢舞台・国営公園 

 

    楠本楠本楠本楠本配水区配水区配水区配水区    

河内浄水場 

河内配水池 

【【【【河内河内河内河内】】】】    

    河内・白山・浦 

 久留麻・仮屋・谷 

 釜口里 

河内配水区河内配水区河内配水区河内配水区    

久留麻配水池 

【【【【久留麻久留麻久留麻久留麻】】】】    

    久留麻・仮屋・谷 

 下田・津田 

月の山水源 
（深井戸 2箇所）

月の山高区配水池 

月の山水低区配水池 

【【【【月月月月のののの山山山山】】】】    

    釜口・小井 

久留麻久留麻久留麻久留麻配水区配水区配水区配水区    月月月月のののの山山山山配水区配水区配水区配水区    

兵庫県水道用水供給事業兵庫県水道用水供給事業兵庫県水道用水供給事業兵庫県水道用水供給事業    

ダム水系 

（河内ダム）

 

久留麻浄水場 

集合井 
（深井戸 6箇所） 

【【【【月月月月のののの山山山山】】】】    

釜口山間部 

久留麻 

第 2 水源 

久留麻 

第 3 水源 

久留麻 

第 4 水源 

久留麻 

第 1 水源 

久留麻 

第 5 水源 

久留麻 

第 6 水源 

月の山水源 

（予備） 

月の山水源 

（予備） 楠 本 

第 1 水源 
楠 本 

第 2 水源 
楠 本 

第 4 水源 

 

楠 本 

第 3 水源 
楠本川 

表流水 



 ‐13‐ 

 

 

図－2 採水場所の位置図 
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５５５５....    水質検査項目水質検査項目水質検査項目水質検査項目およびおよびおよびおよび検査頻度検査頻度検査頻度検査頻度    

 

（1） 浄水（給水栓水） 

【水質基準項目】 

給水栓における水質基準については、水質基準に関する省令（厚生労働省令第 101 号 平

成 15 年 5 月 30 日）と併せて、水道法施行規則が改正されており、各水道事業体の実情に

応じた地域性を考慮し、ほとんど検出されない項目については一部検査頻度を減じること

ができるようになっています。 

平成 22 年度における検査項目は、平成 21 年度から変更はなく、総数は 50 項目です。 

基準値については、平成 22 年度 4 月 1 日より「カドミウム及びその化合物」の基準が現

行基準値「0.01mg/L 以下」から「0.003mg/L 以下」に強化されます。 

これらの法令に基づく検査項目ごとの検査頻度は、次の①から④に示すとおりに分類さ

れます。 

 

① おおむね毎日 1 回以上の検査を省略することができない 3 項目（色、濁り、消毒の残

留効果） 

② おおむね 1 月に 1 回以上の検査を省略することができない 9 項目（基 1～2、基 37、

基 45～50） 

③ おおむね 3 月に 1 回以上の検査を省略することができない 12 項目（基 9、基 20～30） 

④ 過去 3 年間の水質検査結果において、その濃度が基準値の 1/5 以下であるときは検査

をおおむね 1 年に 1 回以上に、さらに基準値の 1/10 以下であるときは検査をおおむ

ね 3 年に 1 回以上まで省略することが可能な 29 項目（基 3～8、基 10～19、基 31～

36、基 38～44） 

 

淡路市地区では、過去 3 年間における浄水場系統ごとの水質検査結果を分析した結果か

ら、平成 22 年度における浄水水質検査を表－5 に示す頻度で実施する計画とします。 

 

【水質管理目標設定項目】 

全 27 項目のうち、亜塩素酸、二酸化塩素、硬度、マンガン、有機物等、蒸発残留物、濁

度、pH 値、アルミニウム、及び農薬類を除く 17 項目について、平成 22 年 4 月より検査を

実施します。なお、検査は全 24 箇所すべての採水場所において、水質の悪化が予想される

時期に 1 回/年の頻度とし、表－6 に示すとおりです。 
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表－4. 水質基準項目 水質検査項目および頻度・浄水（給水栓水） ＜津名地区＞ 
志筑浄水場系 佐野浄水場系 大町浄水場系 県営水道受水  

水池系 配水池系 配水池系 配水池系  
番

号 
定期検査項目 

水質基準値 

（㎎/l） 
1111．．．．津名事務所津名事務所津名事務所津名事務所    2222．．．．佐野会館佐野会館佐野会館佐野会館    3333．．．．塩田漁協塩田漁協塩田漁協塩田漁協    4444．．．．大谷南会館大谷南会館大谷南会館大谷南会館        

基 1 一般細菌 100 個/ml 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月   

基 2 大腸菌 不検出 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月   

基 3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.003 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基 4 水銀及びその化合物 0.0005 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基 5 ｾﾚﾝ及びその化合物 0.01 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基 6 鉛及びその化合物 0.01 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基 7 ﾋ素及びその化合物 0.01 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基 8 六価ｸﾛﾑ化合物 0.05 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基 9 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 1 回/年  1 回/年  1 回/年  1 回/年   

基11 ﾌｯ素及びその化合物 0.8 1 回/3 月 1 回/年 1 回/3 月 1 回/3 月  

基12 ﾎｳ素及びその化合物 1.0 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基13 四塩化炭素 0.002 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基14 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基15 
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 
0.04 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基16 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基17 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基18 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.03 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基19 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基20 塩素酸 0.6 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/月 1 回/月  

基21 ｸﾛﾛ酢酸 0.02 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基22 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.06 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基23 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 0.04 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基24 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.1 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基25 臭素酸 0.01 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基26 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 0.1 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基27 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 0.2 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基28 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.03 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基29 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 0.09 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基30 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 0.08 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基31 亜鉛及びその化合物 1.0 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基32 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.2 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基33 鉄及びその化合物 0.3 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基34 銅及びその化合物 1.0 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基35 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 200 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基36 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.05 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基37 塩化物ｲｵﾝ 200 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月   

基38 ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 300 1 回/3 月 1 回/年 1 回/3 月 1 回/3 月  

基39 蒸発残留物 500 1 回/3 月  1 回/3 月  1 回/3 月  1 回/3 月   

基40 陰ｲｵﾝ界面活性剤 0.2 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基41 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 0.00001 
原因藻類発生時

期に月に1回以上 
原因藻類発生時

期に月に1回以上 1 回/年  1 回/年   

基42 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.00001 
原因藻類発生時

期に月に1回以上 
原因藻類発生時

期に月に1回以上 1 回/年  1 回/年   

基43 非ｲｵﾝ界面活性剤 0.02 1 回/3 月  1 回/3 月  1 回/3 月  1 回/3 月   

基44 ﾌｪﾉｰﾙ類 0.005 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基45 有機物（全有機炭素の量） 3 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月   

基46 ｐH 値 5.8～8.6 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月   

基47 味 異常でない 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月   

基48 臭気 異常でない 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月   

基49 色度 5 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月   

基50 濁度 2 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月   

毎 1 色 
 

1 回/日  1 回/日  1 回/日  1 回/日   

毎 2 濁り 
 

1 回/日  1 回/日  1 回/日  1 回/日   

毎 3 消毒の残留効果  1 回/日  1 回/日  1 回/日  1 回/日   
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水質基準項目 水質検査項目および頻度・浄水（給水栓水） ＜岩屋地区＞ 
松帆浄水場系 鵜崎浄水場系 御手洗浄水場系 開京浄水場  

西岡配水池系 鵜崎配水池系 御手洗配水池系 ｺﾐｾﾝ配水池系  
番

号 
定期検査項目 

水質基準値 

（㎎/l） 
5555．．．．松帆浄水場松帆浄水場松帆浄水場松帆浄水場    6666．．．．鵜崎浄水場鵜崎浄水場鵜崎浄水場鵜崎浄水場    7777．．．．温泉会館温泉会館温泉会館温泉会館    8888．．．．御手洗浄水場御手洗浄水場御手洗浄水場御手洗浄水場        

基 1 一般細菌 100 個/ml 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月   

基 2 大腸菌 不検出 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月   

基 3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.003 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基 4 水銀及びその化合物 0.0005 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基 5 ｾﾚﾝ及びその化合物 0.01 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基 6 鉛及びその化合物 0.01 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基 7 ﾋ素及びその化合物 0.01 1 回/年 1 回/年 1 回/3 月 1 回/3 月  

基 8 六価ｸﾛﾑ化合物 0.05 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基 9 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 1 回/年  1 回/年  1 回/年  1 回/年   

基11 ﾌｯ素及びその化合物 0.8 1 回/3 月 1 回/年 1 回/3 月 1 回/3 月  

基12 ﾎｳ素及びその化合物 1.0 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基13 四塩化炭素 0.002 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基14 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基15 
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 
0.04 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基16 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基17 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基18 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.03 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基19 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基20 塩素酸 0.6 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基21 ｸﾛﾛ酢酸 0.02 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基22 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.06 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基23 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 0.04 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基24 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.1 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基25 臭素酸 0.01 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基26 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 0.1 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基27 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 0.2 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基28 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.03 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基29 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 0.09 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基30 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 0.08 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基31 亜鉛及びその化合物 1.0 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基32 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.2 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基33 鉄及びその化合物 0.3 1 回/年 1 回/3 月 1 回/年 1 回/3 月  

基34 銅及びその化合物 1.0 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基35 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 200 1 回/年 1 回/3 月 1 回/年 1 回/年  

基36 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.05 1 回/年 1 回/3 月 1 回/年 1 回/3 月  

基37 塩化物ｲｵﾝ 200 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月   

基38 ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 300 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基39 蒸発残留物 500 1 回/3 月  1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基40 陰ｲｵﾝ界面活性剤 0.2 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基41 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 0.00001 1 回/年  1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基42 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.00001 1 回/年  1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基43 非ｲｵﾝ界面活性剤 0.02 1 回/3 月  1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基44 ﾌｪﾉｰﾙ類 0.005 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基45 有機物（全有機炭素の量） 3 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月   

基46 ｐH 値 5.8～8.6 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月   

基47 味 異常でない 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月   

基48 臭気 異常でない 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月   

基49 色度 5 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月   

基50 濁度 2 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月   

毎 1 色 
 

1 回/日  1 回/日  1 回/日  1 回/日   

毎 2 濁り 
 

1 回/日  1 回/日  1 回/日  1 回/日   

毎 3 消毒の残留効果  1 回/日  1 回/日  1 回/日  1 回/日   
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水質基準項目 水質検査項目および頻度・浄水（給水栓水） ＜北淡地区＞ 
室津浄水場系 薬師園浄水場系 撫浄水場系  

配水池系 育波里配水池 撫配水池系  
番

号 
定期検査項目 

水質基準値 

（㎎/l） 
9999．．．．室津浄水場室津浄水場室津浄水場室津浄水場    11110000．．．．育波配水区育波配水区育波配水区育波配水区    11111111．．．．撫配水区撫配水区撫配水区撫配水区        

基 1 一般細菌 100 個/ml 1 回/月  1 回/月  1 回/月   

基 2 大腸菌 不検出 1 回/月  1 回/月  1 回/月   

基 3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.003 ２回/年 1 回/年 1 回/年  

基 4 水銀及びその化合物 0.0005 ２回/年 1 回/年 1 回/年  

基 5 ｾﾚﾝ及びその化合物 0.01 ２回/年 1 回/年 1 回/年  

基 6 鉛及びその化合物 0.01 ２回/年 1 回/年 1 回/年  

基 7 ﾋ素及びその化合物 0.01 ２回/年 1 回/年 1 回/年  

基 8 六価ｸﾛﾑ化合物 0.05 ２回/年 1 回/年 1 回/年  

基 9 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 1 回/3 月  1 回/3 月  1 回/3 月   

基11 ﾌｯ素及びその化合物 0.8 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基12 ﾎｳ素及びその化合物 1.0 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基13 四塩化炭素 0.002 ２回/年 1 回/年 1 回/年  

基14 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基15 
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 
0.04 ２回/年 1 回/年 1 回/年  

基16 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02 ２回/年 1 回/年 1 回/年  

基17 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01 ２回/年 1 回/年 1 回/年  

基18 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.03 ２回/年 1 回/年 1 回/年  

基19 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01 ２回/年 1 回/年 1 回/年  

基20 塩素酸 0.6 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基21 ｸﾛﾛ酢酸 0.02 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基22 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.06 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基23 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 0.04 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基24 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.1 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基25 臭素酸 0.01 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基26 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 0.1 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基27 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 0.2 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基28 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.03 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基29 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 0.09 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基30 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 0.08 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基31 亜鉛及びその化合物 1.0 ２回/年 1 回/年 1 回/年  

基32 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.2 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基33 鉄及びその化合物 0.3 ２回/年 1 回/年 1 回/年  

基34 銅及びその化合物 1.0 ２回/年 1 回/年 1 回/年  

基35 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 200 ２回/年 1 回/年 1 回/年  

基36 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.05 ２回/年 1 回/年 1 回/年  

基37 塩化物ｲｵﾝ 200 1 回/月  1 回/月  1 回/月   

基38 ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 300 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基39 蒸発残留物 500 1 回/3 月  1 回/3 月  1 回/3 月   

基40 陰ｲｵﾝ界面活性剤 0.2 ２回/年 1 回/年 1 回/年  

基41 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 0.00001 ２回/年 1 回/年  1 回/年   

基42 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.00001 ２回/年 1 回/年  1 回/年   

基43 非ｲｵﾝ界面活性剤 0.02 1 回/3 月  1 回/3 月  1 回/3 月   

基44 ﾌｪﾉｰﾙ類 0.005 ２回/年 1 回/年 1 回/年  

基45 有機物（全有機炭素の量） 3 1 回/月  1 回/月  1 回/月   

基46 ｐH 値 5.8～8.6 1 回/月  1 回/月  1 回/月   

基47 味 異常でない 1 回/月  1 回/月  1 回/月   

基48 臭気 異常でない 1 回/月  1 回/月  1 回/月   

基49 色度 5 1 回/月  1 回/月  1 回/月   

基50 濁度 2 1 回/月  1 回/月  1 回/月   

毎 1 色 
 

1 回/日  1 回/日  1 回/日   

毎 2 濁り 
 

1 回/日  1 回/日  1 回/日   

毎 3 消毒の残留効果  1 回/日  1 回/日  1 回/日   
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水質基準項目 水質検査項目および頻度・浄水（給水栓水） ＜一宮地区＞ 
郡家川浄水場 尾崎浄水場 園出浄水場 遠田浄水場 

北山配水池 桃川配水池 尾崎配水池 尾崎高配水池 遠田配水池 
番

号 
定期検査項目 

水質基準値 

（㎎/l） 
ふるさとふるさとふるさとふるさとｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ    江井江井江井江井ｺﾐｾﾝｺﾐｾﾝｺﾐｾﾝｺﾐｾﾝ    尾崎配水区尾崎配水区尾崎配水区尾崎配水区    園出配水区園出配水区園出配水区園出配水区    遠田配水区遠田配水区遠田配水区遠田配水区    

基 1 一般細菌 100 個/ml 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月  

基 2 大腸菌 不検出 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月  

基 3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.003 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

基 4 水銀及びその化合物 0.0005 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

基 5 ｾﾚﾝ及びその化合物 0.01 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

基 6 鉛及びその化合物 0.01 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

基 7 ﾋ素及びその化合物 0.01 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

基 8 六価ｸﾛﾑ化合物 0.05 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

基 9 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 1 回/年  1 回/年  1 回/年  1 回/年  1 回/年  

基11 ﾌｯ素及びその化合物 0.8 1 回/年 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/年 1 回/3 月 

基12 ﾎｳ素及びその化合物 1.0 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基13 四塩化炭素 0.002 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

基14 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基15 
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 
0.04 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

基16 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

基17 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

基18 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.03 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

基19 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

基20 塩素酸 0.6 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基21 ｸﾛﾛ酢酸 0.02 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基22 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.06 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基23 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 0.04 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基24 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.1 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基25 臭素酸 0.01 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基26 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 0.1 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基27 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 0.2 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基28 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.03 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基29 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 0.09 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基30 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 0.08 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基31 亜鉛及びその化合物 1.0 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

基32 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.2 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基33 鉄及びその化合物 0.3 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

基34 銅及びその化合物 1.0 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

基35 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 200 1 回/年 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/年 1 回/年 

基36 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.05 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

基37 塩化物ｲｵﾝ 200 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月  

基38 ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 300 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基39 蒸発残留物 500 1 回/3 月  1 回/3 月  1 回/3 月  1 回/3 月  1 回/3 月  

基40 陰ｲｵﾝ界面活性剤 0.2 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基41 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 0.00001 1 回/年  1 回/年  1 回/年  1 回/年  1 回/年  

基42 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.00001 1 回/年  1 回/年  1 回/年  1 回/年  1 回/年  

基43 非ｲｵﾝ界面活性剤 0.02 1 回/3 月  1 回/3 月  1 回/3 月  1 回/3 月  1 回/3 月  

基44 ﾌｪﾉｰﾙ類 0.005 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基45 有機物（全有機炭素の量） 3 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月  

基46 ｐH 値 5.8～8.6 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月  

基47 味 異常でない 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月  

基48 臭気 異常でない 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月  

基49 色度 5 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月  

基50 濁度 2 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月  

毎 1 色 
 

1 回/日  1 回/日  1 回/日  1 回/日  1 回/日  

毎 2 濁り 
 

1 回/日  1 回/日  1 回/日  1 回/日  1 回/日  

毎 3 消毒の残留効果  1 回/日  1 回/日  1 回/日  1 回/日  1 回/日  
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水質基準項目 水質検査項目および頻度・浄水（給水栓水） ＜一宮地区＞ 
下河合浄水場 向谷浄水場 山王山配水池 

北山配水池 北山配水池 向谷配水池 山王山配水池 
番

号 
定期検査項目 

水質基準値 

（㎎/l） 
柳沢老人福祉柳沢老人福祉柳沢老人福祉柳沢老人福祉ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ    下河合配水区下河合配水区下河合配水区下河合配水区    向谷配水区向谷配水区向谷配水区向谷配水区    山田消防器具庫山田消防器具庫山田消防器具庫山田消防器具庫    

基 1 一般細菌 100 個/ml 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月  

基 2 大腸菌 不検出 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月  

基 3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.003 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

基 4 水銀及びその化合物 0.0005 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

基 5 ｾﾚﾝ及びその化合物 0.01 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

基 6 鉛及びその化合物 0.01 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

基 7 ﾋ素及びその化合物 0.01 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

基 8 六価ｸﾛﾑ化合物 0.05 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

基 9 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 1 回/年  1 回/年  1 回/年  1 回/年  

基11 ﾌｯ素及びその化合物 0.8 1 回/3 月 1 回/年 1 回/3 月 1 回/年 

基12 ﾎｳ素及びその化合物 1.0 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基13 四塩化炭素 0.002 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

基14 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基15 
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 
0.04 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

基16 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

基17 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

基18 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.03 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

基19 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

基20 塩素酸 0.6 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基21 ｸﾛﾛ酢酸 0.02 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基22 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.06 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基23 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 0.04 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基24 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.1 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基25 臭素酸 0.01 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基26 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 0.1 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基27 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 0.2 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基28 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.03 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基29 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 0.09 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基30 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 0.08 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基31 亜鉛及びその化合物 1.0 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

基32 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.2 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基33 鉄及びその化合物 0.3 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

基34 銅及びその化合物 1.0 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

基35 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 200 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

基36 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.05 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年 

基37 塩化物ｲｵﾝ 200 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月  

基38 ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 300 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基39 蒸発残留物 500 1 回/3 月  1 回/3 月  1 回/3 月  1 回/3 月  

基40 陰ｲｵﾝ界面活性剤 0.2 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基41 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 0.00001 1 回/年  1 回/年  1 回/年  1 回/年  

基42 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.00001 1 回/年  1 回/年  1 回/年  1 回/年  

基43 非ｲｵﾝ界面活性剤 0.02 1 回/3 月  1 回/3 月  1 回/3 月  1 回/3 月  

基44 ﾌｪﾉｰﾙ類 0.005 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 

基45 有機物（全有機炭素の量） 3 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月  

基46 ｐH 値 5.8～8.6 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月  

基47 味 異常でない 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月  

基48 臭気 異常でない 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月  

基49 色度 5 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月  

基50 濁度 2 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月  

毎 1 色 
 

1 回/日  1 回/日  1 回/日  1 回/日  

毎 2 濁り 
 

1 回/日  1 回/日  1 回/日  1 回/日  

毎 3 消毒の残留効果  1 回/日  1 回/日  1 回/日  1 回/日  
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水質基準項目 水質検査項目および頻度・浄水（給水栓水） ＜東浦地区＞ 
楠本浄水場系 久留麻浄水場系 河内浄水場系 月の山浄水場  

楠本配水池系 久留麻配水池系 河内配水池系 月の山配水池系  
番

号 
定期検査項目 

水質基準値 

（㎎/l） 
5555．．．．浦保育所浦保育所浦保育所浦保育所    6666．．．．仮屋保育所仮屋保育所仮屋保育所仮屋保育所    7777．．．．河内配水系河内配水系河内配水系河内配水系    8888．．．．釜口保育所釜口保育所釜口保育所釜口保育所        

基 1 一般細菌 100 個/ml 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月   

基 2 大腸菌 不検出 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月   

基 3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.003 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基 4 水銀及びその化合物 0.0005 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基 5 ｾﾚﾝ及びその化合物 0.01 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基 6 鉛及びその化合物 0.01 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基 7 ﾋ素及びその化合物 0.01 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基 8 六価ｸﾛﾑ化合物 0.05 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基 9 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 1 回/年  1 回/年  1 回/年  1 回/年   

基11 ﾌｯ素及びその化合物 0.8 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基12 ﾎｳ素及びその化合物 1.0 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基13 四塩化炭素 0.002 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基14 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基15 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 
0.04 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基16 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基17 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基18 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.03 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基19 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基20 塩素酸 0.6 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基21 ｸﾛﾛ酢酸 0.02 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基22 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.06 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基23 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 0.04 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基24 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.1 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基25 臭素酸 0.01 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基26 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 0.1 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基27 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 0.2 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基28 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.03 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基29 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 0.09 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基30 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 0.08 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基31 亜鉛及びその化合物 1.0 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基32 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.2 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基33 鉄及びその化合物 0.3 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基34 銅及びその化合物 1.0 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基35 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 200 1 回/年 1 回/年 1 回/年 1 回/年  

基36 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.05 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基37 塩化物ｲｵﾝ 200 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月   

基38 ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 300 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基39 蒸発残留物 500 1 回/3 月  1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基40 陰ｲｵﾝ界面活性剤 0.2 1 回/年 1 回/年 1 回/3 月 1 回/3 月  

基41 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 0.00001  1 回/年  1 回/年  

基42 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.00001  1 回/年  1 回/年  

基43 非ｲｵﾝ界面活性剤 0.02 1 回/3 月  1 回/3 月 1 回/3 月 1 回/3 月  

基44 ﾌｪﾉｰﾙ類 0.005 1 回/年 1 回/年 1 回/3 月 1 回/3 月  

基45 有機物（全有機炭素の量） 3 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月   

基46 ｐH 値 5.8～8.6 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月   

基47 味 異常でない 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月   

基48 臭気 異常でない 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月   

基49 色度 5 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月   

基50 濁度 2 1 回/月  1 回/月  1 回/月  1 回/月   

毎 1 色 
 

1 回/日  1 回/日  1 回/日  1 回/日   

毎 2 濁り 
 

1 回/日  1 回/日  1 回/日  1 回/日   

毎 3 消毒の残留効果  1 回/日  1 回/日  1 回/日  1 回/日   
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表－5. 水質管理目標設定項目 水質検査表および頻度・浄水（給水栓水）） 

No 水質管理目標設定項目 目 標 値 検査頻度 

1 アンチモン及びその化合物 0.015mg/L 以下 1 回/年 

2 ウラン及びその化合物 0.002mg/L(暫定) 1 回/年 

3 ニッケル及びその化合物 0.01mg/L(暫定) 1 回/年 

4 亜硝酸態窒素 0.05mg/L(暫定) 1 回/年 

5 1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 1 回/年 

6 削除 

7 削除 

8 トルエン 0.2mg/L 1 回/年 

9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.1mg/L 1 回/年 

10 亜塩素酸 0.6mg/L 省略※1 

11 削除 

12 二酸化塩素 0.6mg/L 省略※1 

13 ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L(暫定) 1 回/年 

14 抱水クロラ－ル 0.02mg/L(暫定) 1 回/年 

15 農薬類 
検出値と目標値の比の和 
として 1 以下 

省略※3 

16 残留塩素 1mg/L 以下 1 回/年 

17 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 10mg/L 以上,100mg/L 以下 省略※2 

18 マンガン及びその化合物 0.01mg/L 省略※2 

19 遊離炭酸 20mg/L 1 回/年 

20 1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L 1 回/年 

21 メチル-t-ブチルエ－テル 0.02mg/L 1 回/年 

22 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） 3mg/L 省略※2 

23 臭気強度(TON） 3 以下 1 回/年 

24 蒸発残留物 30mg/L 以上,200mg/L 以下 省略※2 

25 濁度 1 度 省略※2 

26 pH 値 7.5 程度 省略※2 

27 腐食性（ランゲリア指数） 
-1 程度以上とし、極力 0に 
近づける 

1 回/年 

28 従属栄養細菌 
1ml の検水で形成される 
集落数が 2,000 以下(暫定) 

1 回/年 

29 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 1 回/年 

30 アルミニウム及びその化合物 0.1mg/L 省略※2 

 
※1：消毒剤として二酸化塩素を使用していないので省略します。 
※2：水質基準項目で実施するため省略します。 
※3：水源の上流域にゴルフ場、農地などの農薬類の汚染源が存在しないため、原則的に省略し

ます。但し、汚染の恐れが認められた場合は必要に応じて実施します。 
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（2） 原水（水源水） 

【水質基準項目】 

浄水過程における適正な水質管理を確保するために、水質が最も悪化していると思われ

る時期に、すべての水源で消毒による副生成物 11 項目（基 20～30）を除く水質基準項目

（39 項目）の検査を 1 回／年の頻度で実施します。 

 

【水質管理目標設定項目】 

浄水（給水栓水）と同様に、二酸化塩素の使用に起因する 2 項目と水質基準項目として

検査している 7 項目、及び残留塩素、農薬類を除く 16 項目について、平成 22 年 4 月より

検査を実施します。 

なお、検査は水質が最も悪化していると思われる時期に、すべての水源で原水水質管理

目標設定項目（16 項目）の検査を 1 回／年の頻度で実施します。 

 

【その他】 

① 耐塩素病原性微生物（クリプトスポリジウム等）の指標菌（大腸菌、嫌気性芽胞菌）

検査は、水源を地下水（浅井戸および深井戸の一部）、貯水池水、または表流水に

依っている場合には 1 回／年の頻度で実施します。さらに、そのうちで過去に指標

菌が検出されたことのある水源については 1 回／月の頻度で実施します。 

② 地下水を水源にしている場合には、指定 2 項目（アンモニア態窒素、侵食性遊離炭

酸）の検査を 1 回／年の頻度で実施します。 

③ 貯水池水等の湖沼水を水源にしている場合には、指定 6 項目（アンモニア態窒素、

化学的酸素要求量（COD）、生物化学的酸素要求量（BOD）、浮遊物質（SS）、全

リン、全窒素）の検査を 1 回／年の頻度で実施します。 
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６６６６....    水質検査方法水質検査方法水質検査方法水質検査方法とととと検査体制検査体制検査体制検査体制    

 

水質基準項目の検査方法は、水質基準に関する省令（平成 15 年 5 月 30 日 厚生労働省

令第 101 号）の規定に基づき告示された「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働

大臣が定める方法」により行います。また、省令に記載されていない項目については上水

試験方法（㈳日本水道協会編）等により行います。 

水質検査を行う項目は次のとおりであり、水道法第 20 条の厚生労働大臣登録検査機関に

委託して検査します。 

 

（水質検査実施項目） 

① 浄水水質基準項目（50 項目）の検査 

② 原水水質項目（消毒副生成物 11 項目を除いた 39 項目）の検査 

③ 耐塩素病原性微生物（クリプトスポリジウム等）指標菌（大腸菌、嫌気性芽胞菌）

の検査 

④ 地下水を原水とする場合の追加項目（アンモニア態窒素、侵食性遊離炭酸）の検査 

⑤ 貯水池水を原水とする場合の追加項目（アンモニア態窒素、化学的酸素要求量

（COD）、生物化学的酸素要求量（BOD）、浮遊物質（SS）、全リン、全窒素）の

検査 

⑥ その他必要な項目 

 

ただし、毎日 1 回以上の検査が必要な 3 項目（色、濁り、消毒の残留効果）については、

本市職員による自己検査として行います。 

 

 

７７７７....    臨時臨時臨時臨時のののの水質検査水質検査水質検査水質検査    

 

臨時の水質検査は、水道法施行規則第 15 条 2 項に定めるところにより、次に揚げる水質

異常が発生したときに直ちに実施し、水質異常が終息し給水栓の水の安全性が確認される

まで行います。 

① 水源の水質が著しく悪化したとき。 

② 水源に異常があったとき。 

③ 水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき。 

④ 浄水過程に異常があったとき。 

⑤ 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。 

⑥ その他特に必要があると認められるとき。 
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８８８８....    水質検査計画水質検査計画水質検査計画水質検査計画およびおよびおよびおよび検査結果検査結果検査結果検査結果のののの公表公表公表公表    

 

水質検査計画は毎事業年度開始前に作成し公表します。また、水道事業の実情に即した

計画書にすべく、毎年の検査結果の評価を行うとともに、皆さまのご意見を参考にさせて

いただきながら、必要に応じて内容を見直してまいります。 

なお、公表の方法は淡路市サービスセンターの窓口において閲覧できる他、インターネ

ットの淡路広域水道企業団ホームページにおいても掲載します。 

また、検査結果につきましても、同様の方法で毎年公表いたします。 

（淡路広域水道企業団 HP アドレス http://awaji-suido.jp/） 

 

 

 

 

９９９９....    水質検査水質検査水質検査水質検査のののの精度精度精度精度とととと信頼性信頼性信頼性信頼性のののの確保確保確保確保    

 

（1） 水質検査の精度 

原則として水質基準値の 1/10 の定量下限値を確保します。 

（2） 信頼性の確保 

本市では、水質検査の精度および測定値の信頼性を確保するため、委託検査項目に

ついて正確かつ精度の高い検査体制を備えている検査機関（水道法第 20 条の厚生労働

大臣登録検査機関）に委託します。 

見直し 

水質検査計画案の検討 

水質検査計画の策定 

検査の実施 

水質検査 の公表 

淡路広域水道企業団淡路広域水道企業団淡路広域水道企業団淡路広域水道企業団    

公表 

意見 

検査結果の評価 

お客様 
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１０１０１０１０....    関係者関係者関係者関係者とのとのとのとの連携連携連携連携    

 

水質汚染事故や水系感染症が発生した場合は、兵庫県洲本県民局、兵庫県健康生活部を

はじめとした関係機関と連携して、情報収集および現場調査を行い、適宜適切な対応策を

講じることにより、安全な水道水の安定供給に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この水質検査計画についての市民の皆さまのご意見をお寄せください。 

※皆さまからのご意見は、今後の水質検査計画の作成にあたり参考にさせていただきます。 

 

 

この水質検査計画に関するお問い合わせ先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淡路広域水道企業団淡路広域水道企業団淡路広域水道企業団淡路広域水道企業団    淡路市淡路市淡路市淡路市サービスセンターサービスセンターサービスセンターサービスセンター    

〒656－0592 

兵庫県淡路市久留麻 239 番地 1 

東浦事務所（庁舎） 

TEL：0799－74－0092 

FAX：0799－74－4999 



 参考資料‐1 

（（（（参考資料参考資料参考資料参考資料））））水質基準項目水質基準項目水質基準項目水質基準項目のののの解説解説解説解説    

区分  項 目 基準値 解  説 

病
原
指
標

生
物 

1 一般細菌 
100 個/ml 

以下 

水の一般的清浄度を示す指標であり、平常時は水道水

中には極めて少なく、これが著しく増加した場合には

病原生物に汚染されている疑いがあります。また、消

毒が有効に機能しているかの判断基準にもなります。 

2 大腸菌 不検出 

ヒト及び動物の糞便中に存在します。水道水中に大腸

菌が検出された場合、糞便に由来する病原菌に汚染さ

れている疑いがあります。 

3 カドミウム及びその化合物 
0.003 ㎎

/L 以下 

鉱山排水、工場排水等から混入することがあります｡

イタイイタイ病の原因物質として知られています。 

4 水銀及びその化合物 
0.0005 ㎎

/L 以下 

工場排水、農薬、下水等から混入することがあります｡

有機水銀化合物は、水俣病の原因物質として知られて

います。 

5 セレン及びその化合物 
0.01 ㎎/L 

以下 

生体微量必須元素で自然界に存在しています。半導体

材料、顔料、薬剤等に利用され、工場排水等から混入

する場合があります。 

6 鉛及びその化合物 
0.01 ㎎/L 

以下 

鉱山排水や工場排水等の混入によって河川等で検出

されることがあります。水道水中には含まれていませ

んが鉛管を使用している場合に検出されることがあ

りあます。 

7 ヒ素及びその化合物 
0.01 ㎎/L 

以下 

鉱山排水、工場排水、農薬等の混入により、河川等で

検出されることがあります。 

8 六価クロム化合物 
0.05 ㎎/L 

以下 

クロム鍍金、電池、顔料等に用いられます。鉱山排水

や工場排水等の混入によって河川水等で検出される

ことがあります。 

9 
シアン化物イオン 

及び塩化シアン 

0.01 ㎎/L 

以下 

自然水中にはほとんど存在せず、シアン化合物を含む

工場排水等の混入によって検出される場合がありま

す。 

10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 
10 ㎎/L 

以下 

自然界に広く存在しており、窒素肥料、腐敗した動植

物、生活排水、下水に多く含まれています。高濃度に

含まれると幼児にメトヘモグロビン血症を起こすこ

とがあります。 

11 フッ素及びその化合物 
0.8 ㎎/L 

以下 

自然界に広く分布し、主として地質に由来しますが、

工場排水などによることもあります。適量摂取は虫歯

の予防効果があるとされていますが、高濃度に含まれ

ると斑状歯の症状が現れることがあります。 

無
機
物
質
・
重
金
属 

12 ホウ素及びその化合物 
1.0 ㎎/L 

以下 

金属表面処理、ガラス工場等用いられます。火山地帯

の地下水や温泉などに含まれる場合があり、工場排水

や温泉等の混入により、河川等で検出されることがあ

ります。 

13 四塩化炭素 
0.002 ㎎

/L 以下 

エアゾル用噴射剤、金属洗浄用溶剤、フロンガスの原

料に用いられます。表流水に混入した場合、短時間で

大気中に揮散するが土壌汚染などにより地下水に検

出されることがあります。 

14 1,4－ジオキサン 
0.05 ㎎/L 

以下 

溶剤、オイル、ワックス、1,1,1-トリクロロエタン安

定剤等に使われています。 

15 

シス－1,2－ジクロロエチレン

及びトランスー1,2－ジクロロ

エチレン 

0.04 ㎎/L 

以下 

熱可塑性樹脂の原料、溶剤として使われています。地

下水汚染物質として知られています。 

16 ジクロロメタン 
0.02 ㎎/ 

L 以下 

殺虫剤、塗料等に使われています。地下水汚染物質と

して知られています。 

有
機
化
合
物 

17 テトラクロロエチレン 
0.01 ㎎/L 

以下 

ドライクリ－ニング等に使われています。地下水汚染

物質として知られています。 
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18 トリクロロエチレン 
0.03 ㎎/L 

以下 

金属洗浄用溶剤等に使われています｡地下水汚染物質とし

て知られています。 
有
機
化
合
物 19 ベンゼン 

0.01 ㎎/L 

以下 

染料、合成ゴム、有機顔料、医薬品等に用いられます。地

下に浸透すると地下水を汚染するが微生物により緩やか

に分解されます。 

20 塩素酸 
0.6 ㎎/L 

以下 

水道水の消毒に使用する二酸化塩素や次亜塩素酸ナトリ

ウムから生成されます。 

21 クロロ酢酸 
0.02 ㎎/L 

以下 

浄水過程で、原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反

応して生成されます。 

22 クロロホルム 
0.06 ㎎/L 

以下 

浄水過程で、原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反

応して生成されます。 

23 ジクロロ酢酸 
0.04 ㎎/L 

以下 

浄水過程で、原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反

応して生成されます。 

24 ジプロモクロロメタン 
0.1 ㎎/L 

以下 

浄水過程で、原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反

応して生成されます。 

25 臭素酸 
0.01 ㎎/L 

以下 

オゾン処理や消毒剤の次亜塩素酸生成時に不純物の臭素

が酸化されて生成します。 

26 総トリハロメタン 
0.1 ㎎/L 

以下 

クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメ

タン、ブロモホルムの合計を総トリハロメタンといいま

す。 

27 トリクロロ酢酸 
0.2 ㎎/L 

以下 

浄水過程で、塩素処理等により原水中の有機物質と塩素が

反応して生成されます。 

28 ブロモジクロロメタン 
0.03 ㎎/L 

以下 

浄水過程で、塩素処理等により原水中の有機物質と消毒剤

の不純物により生成されます。 

29 ブロモホルム 
0.09 ㎎/L 

以下 

浄水過程で、塩素処理等により原水中の有機物質と消毒剤

の不純物により生成されます。 

消
毒
副
生
成
物 

30 ホルムアルデヒド 
0.08 ㎎/L 

以下 

浄水過程で、塩素処理等により、原水中の有機物質と塩素

が反応して生成される。 

31 亜鉛及びその化合物 
1.0 ㎎/L 

以下 

鉱山排水、工場排水等の混入や亜鉛メッキ鋼管からの溶出

に由来して検出されることがあります。高濃度に含まれる

と白濁の原因となります。 

32 
アルミニウム 

及びその化合物 

0.2 ㎎/L 

以下 

地質中にもっとも多く含まれる物質です。合金、家庭用品、

電気部品等に用いられ水道では凝集剤として浄水処理に

使われます。高濃度で含まれると白濁の原因となります。 

33 鉄及びその化合物 
0.3 ㎎/L 

以下 

生体必須元素で地質由来のほか、鉄管の使用、鉱山排水、

工場排水の流入で検出されることがあります。高濃度に含

まれると、異臭味（金気臭）や洗濯物の着色（赤褐色）の

原因となります。 

色 

34 銅及びその化合物 
1.0 ㎎/L 

以下 

銅山排水、工場排水、農薬等の混入や水道水中には銅管、

真鍮器具等からの溶出に由来して検出されることがあり、

高濃度に含まれると洗濯物や水道施設を青色に着色する

原因となります。 

味

覚 
35 ナトリウム及びその化合物 

200 ㎎/L 

以下 

工場排水や海水または塩素処理等の水処理に由来し、人体

には大量に摂取されています。自然水中に広く存在し、高

濃度に含まれると味覚を損なう原因となります。 

色 36 マンガン及びその化合物 
0.05 ㎎/L 

以下 

生体微量必須元素であり地質中に広く分布する元素のひ

とつ。乾電池、医薬品、合金等に用いられます。河川水中

には濁度に相応して含まれ、高濃度に含まれると酸化して

黒く着色することがある。 
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37 塩化物イオン 
200 ㎎/L 

以下 

地質、下水、家庭排水、工場排水及びし尿等の混入により

検出され、高濃度に含まれると味覚を損ないます。多くが

地質に由来しますが、下水、工場排水、し尿等の混入によ

って増加します。 

38 
カルシウム、 

マグネシウム等(硬度) 

300 ㎎/L 

以下 

硬度とは、カルシウムとマグネシウムの合計量をいい、主

に地質に由来します。硬度が低いと淡白な味に、高くなる

と硬くてしつこく、口に残るような味になります。適度に

含まれると、こくのあるまろやかな味となります。また、

硬度が高いと石鹸の泡立ちを悪くします。 

味
覚 

39 蒸発残留物 
500 ㎎/L 

以下 

水中に溶解又は浮遊している物質の総量をいい、水の一般

的性状を示す水質指標のひとつです。主にミネラルの含有

量を示します。蒸発残留物の量が多いと苦味、渋味等が増

し、適度に含まれると、こくのあるまろやかな味になりま

す。 

発

泡 
40 陰イオン界面活性剤 

0.2 ㎎/L 

以下 

生活排水や工場排水等の混入に由来し、高濃度に含まれる

と水の発泡の原因となります。 

41 ジェオスミン 
0.00001

㎎/L 以下 

アナベナ属やフォルミジウム属などの藍藻類が産生する

かび臭原因物質で、活性炭処理により除去します。 に
お
い 

42 2-メチルイソボルネオール 
0.00001

㎎/L 以下 

アナベナ属やフォルミジウム属などの藍藻類が産生する

かび臭原因物質で、活性炭処理により除去します。 

発
砲 

43 非イオン界面活性剤 
0.02 ㎎/L 

以下 

洗剤、乳化剤等に用いられます。家庭下水、工場排水等の

混入により検出されることがあります。 

に
お
い 

44 フェノール類 
0.005 ㎎

/L 以下 

防腐剤、医薬品、合成樹脂等に用いられます。自然水に含

まれることはなく、化学工場排水等の混入により河川水等

で検出されることがあります。微量であっても異臭味の原

因となります。 

味
覚 

45 
有機物 

(全有機炭素(TOC)の量) 

3 ㎎/L 

以下 

有機物等による汚染の度合いをあらわす。し尿、下水、工

場排水等の混入により増加する。多く含まれると味を悪く

する原因となる。土壌由来のほか、し尿、下水、工場排水

等の混入により増加します。有機物汚染の指標です。 

46 ｐＨ値 5.8-8.6 

酸・アルカリの液性を示すもので 0 から 14 の数値で表さ

れます。pH 値が 7.0 のときは中性をあらわし、これより数

値が大きくなるとアルカリ性、小さくなると酸性が強くな

ります。 

47 味 異常なし 
地質に由来するほか、海水、工場排水の混入や藻類等生物

の繁殖に起因し、水の味が異なって感じられます。 

48 臭気 異常なし 
水の臭気は、化学物質による汚染、工場排水、藻類の繁殖、

下水の混入及び地質等に起因し、感じ方に違いが表れます。 

49 色度 5 度以下 
水についている色の程度を示すもので、基準値以下であれば、

ほぼ無色な水です。 

基
礎
的
性
状 

50 濁度 2 度以下 
水の濁りの程度を示すもので、基準値以下であれば、ほぼ透

明な水です。 

 

 

 

 

 

 


